
建設業者の皆様へ 

 

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（以下「入契法」という。）が改正され、

平成 27 年 4月 1 から施行されることに伴い、公共工事入札時の入札金額見積内訳書（建設工事）

の提出及び施工体制台帳等の作成・提出が義務付けられました。本市においても、事務取扱の変更

がありますのでお知らせいたします。 

１．入札金額見積内訳書（建設工事）について 

 従来、「入札金額見積内訳書（建設工事）」は一部の入札案件のみに提出を求めていましたが、適

正な施工確保のため、平成 27 年 4 月 1 日以降はすべての公共工事の入札において提出いただく

ことになります（入契法第 12 条）。提出のない入札は無効になりますのでご注意ください。また、

入札書と金額が相違する、工事名や入札者の記載がないなど、記載事項に重大な誤りや遺漏がある

場合にも、入札を無効とすることがありますのでご注意ください。 

 「入札金額見積内訳書(建設工事)」は、こちらからダウンロードしてください。

http://www.city.kazo.lg.jp/cont/s106000/d008100/hpg000005140.html 

２．施工体制台帳について 

 公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結する場合、これまでは、下請契約の請負代金額が

３，０００万円以上（建築一式工事の場合は４，５００万円以上）となる工事のみ、施工体制台帳

等の作成が義務付けられていましたが、平成２７年４月１日以降に契約した工事からは、金額にか

かわらず、公共工事において下請契約を締結するすべての元請業者が施行体制台帳を整備し、その

写しを発注者に提出すること等が義務付けられます（入契法第１５条）。また、併せて施工体制台

帳並びに施行体系図の作成例が改正されていますので、内容を確認し適切に対応してください。 

 施工体制台帳等の作成例はこちら

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html 

 

 

 

加須市総合政策部管理契約課 ℡0480-62-1111（内線２０８） 

平成 27 年 4 月 1 日から 

入札金額見積内訳書（建設工事）と 

施工体制台帳の取扱いが変更になります 

詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000089.html 
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